
平成２８年（2016 年）度第１回津市隣保館運営審議会 会議録 

 

１ 会 議 名    平成２８年（2016 年）度第１回津市隣保館運営審議会 

 

２ 開催日時    平成２８年５月２３日（月） １０時００分～１１時１０分 

 

３ 開催場所    津図書館２階 視聴覚室 

 

４ 出席者     委員 井上修 今瀬靑佳 大橋加代子 岡山勉 奥山明子 

 片岡正春 杉田羊子 高倉保夫 田川五男 中川正治 

 西田保男 西本和史 原田信市 福田信男 別所三千代 

水平学 村林秀紀 

 １７名 

          事務局 地域調整室長 奥田幸秀 

                他１４名（内隣保館長１１名） 

その他 人権担当理事 南 勇二 

人権課長   大川佑喜 

 

５ 内  容   （１）平成２７年（2015 年）度隣保館活動報告について 

 （２）平成２８年（2016 年）度隣保館事業計画について 

 （３）隣保館における啓発活動の課題について 

（４）その他 

 

６ 公開又は非公開 公開 

 

７ 傍聴者数    ０人 

 

８ 議事内容    次頁より 
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域調整室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今

より平成２８年（2016 年）度第 1回津市隣保館運営審議会

を開催させていただきます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。本日、司会進行を務めさせ

ていただきます津市市民部地域調整室の西川でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

まず、会議を始めるにあたりまして、地域調整室長より

発言をさせていただきます。 

皆さんおはようございます。地域調整室長の奥田でござ

います。貴重な時間頂戴いたしまして申し訳ございません。 

委員の皆さまには、平素より隣保館の運営に関し、ご指

導ご鞭撻いただきありがとうございます。 

さて、例年 7 月と２月に開催しておりました、この審議

会でございますが、事務局内部で審議事項についての調整

が進まなかったことなどから、平成 28 年 2月開催予定の会

議について「中止」という言葉で、ご通知申し上げました。 

会議については、必要に応じて会長が招集するという形

にはなっておりますが、「中止」という言葉により、委員の

皆さまに、ご心配をお掛けしましたこと、また、開催が本

日まで延びてしまいましたこと、この場をお借りしお詫び

いたします。 

いままでも会議の中で、いろいろなご意見を頂戴してお

りますが、今後は、ご審議いただく事項を整理し、事前に

ご連絡しながら、この場でご意見を頂戴できるよう進めて

参りますので、よろしくお願いいたします。ご心配をお掛

けしまして申し訳ございませんでした。 

昨年度の開催が１回になりましたこと、申し訳ございま

せんでした。 

（委員の委嘱） 

続きまして、今回、一部委員の方に異動がございました

ので、新しく委員になられました方の委嘱を行いたいと思

います。 

新しく委員として、平成 28 年 1月 1日付けで、地域住民

代表として殿木自治会長の原田委員が就任されておりま
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南人権担当理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。すでに委嘱状を交付させていただいておりますが、改

めてよろしくお願いいたします。 

また、平成２８年４月１日付けで、地域住民代表で向井

自治会長の田川委員、津市立小中学校長会の西本委員、津

市立幼稚園長会の別所委員が、それぞれご就任をいただい

ております。 

大変失礼とは存じますが、お席のほうに委嘱状をお配り

いたしておりますので、委嘱に代えさせていただきたいと

存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、私ども事務局でございますが、４月１日付

け人事異動によりまして、新しく地域調整室に小林担当副

主幹が着任いたしましたので、紹介させていただきます。 

（小林です。） 

また、隣保館の館長も一部異動がございましたので紹介

いたします。櫛形市民館長の田中でございます。雲出市民

館長の高橋でございます。榊原市民館長の中廣でございま

す。川合文化会館長の森澤でございます。以上４館でござ

います。 

それでは開会にあたりまして、南人権担当理事からご挨

拶を申し上げます。 

 

おはようございます。人権担当理事の南でございます。

よろしくお願いいたします。 

本日はご多用の中、津市隣保館運営審議会にご出席いた

だき誠にありがとうございます。あわせて、委員の皆様に

は、日頃より隣保館の運営事業にあたり、ご指導、ご協力

いただき誠にありがとうございます。また、新たに委員に

お願いいたします原田様、田川様、西本様、別所様におか

れましてもよろしくお願いいたします。 

 さて、本審議会につきましては、津市隣保館の設置及び

管理に関する条例第１５条の規定により、隣保館の運営に

関する基本方針等に係る調査審議を目的として設置されて

おり隣保館の事業の企画及び実施等に関し、委員の皆様か

らご意見等をいただこうとするものでございます。冒頭地

域調整室長が申しあげましたように、前回から開催時期が

延びましたこと、誠に申し訳ございませんでしたが、本日
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

いただきましたご意見等については、今後の隣保館運営に

生かしていきたいと考えておりますので、本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

続きまして、議事に入ります前に、本日、２０名の委員

のうち１７名の方が出席していただいており、委員の半数

以上が出席されておりますことから、津市隣保館の設置及

び管理に関する条例第１９条第２項の規定に基づき、会議

が成立していることを報告させていただきます。 

それでは、議事を進めさせていただきます。条例第１９

条第１項の規定によりまして、村林会長に議長職をお願い

したいと思います。村林会長、よろしくお願いします。 

 

前回開催から期間が空いてしまいましたが、議事進行に

当たりましては、皆さんの活発な御議論をいただきながら、

議事を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

また、会議の進め方でございますが、それぞれの議題に

ついて、事務局から説明をいただき、その後、委員の方々

からご意見等をいただく形で進めさせていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ありがとうございます。それでは、そのように進めてま

いります。 

事務局から、あらかじめお話いただくことが何かござい

ましたらよろしくお願いいたします。 

 

当審議会の会議録作成のため、事務局におきまして、会

議を録音させていただきます。 

また、今回、会議録へのご署名は、大橋委員と水平委員

の２名の方々にお願いしたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

 

委員の皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ありがとうございます。それでは、そのように進めさせ
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていただきます。 

事務局、他にありますか。 

 

当審議会の公開についてでございますが本市における

審議会の会議の公開については、津市情報公開条例第２３

条において、個人の情報などの不開示情報が含まれる事項

について審議等を行う場合や、会議を公開することによ

り、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認め

られる場合を除き、会議は原則公開とする旨規定しており

ます。このことから、当審議会の会議につきましては、「個

人の情報」などが含まれる審議等以外につきまして、原則

公開する方向で取り扱うことになりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

ありがとうございました。事務局の説明にありましたよ

うに「個人の情報」などが含まれる審議等以外につきまし

ては、原則として公開となりますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ありがとうございます。会議の公開につきましては、そ

のようにさせていただきます。 

それでは、議事に入ります。お手元の資料を 1 枚めくっ

ていただいて、事項書の３番、議事の（１）の隣保館事業

の概要について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、平成２７年（2015 年）度隣保館活動報告につ

いて説明いたします。資料の４ページ以降をご覧ください。 

平成２７年（2015 年）度隣保館活動報告につきましては 

事前に資料配付させていただいておりますので、内容の詳

細の説明は省略させていただきますが、各館における活動

については、４ページに集約させていただいております。

また、事業内容につきましては、１７ページ以降に、交流

事業・連携事業・特色事業に分けて、それぞれの表記させ

ていただいております。 

利用者数は、延べ 66,035 名で、前年平成 26 年度と比較 

しますと 5.8％の増加となっております。これは、平成２

６年度に、川合文化会館、白山市民会館の改修工事があっ
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村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

たことなどから、利用者が減少したものと思われ、平成２

５年度と比較しますと 0.6％の減少とほぼ横ばいという状

況になっております。また、前回指摘いただいた対象地域

人口につきましては、町の一地区の集落から町全域までと

各館まちまちの対象区域となりますことから、参考として

見ていただきたいと思います。説明は、以上でございます。 

 

ありがとうございました。説明はお聞きのとおりでござ

います。ご発言等がございましたらどうぞ。 

 

 （特に意見なし） 

ないようですので、２７年(2015 年)度の活動報告につい

ては終わらせていただきます。 

 

続きまして、議事（２）平成２８年（2016 年）度の隣保

館事業計画について事務局、御説明をよろしくお願いいた

します。 

 

それでは、平成２８年（2016 年）度隣保館事業計画につ 

いて、ご説明いたします。 

資料については、最終 26 ページ A3 になっている資料を 

ご覧いただきたいと存じます。 

平成２８年度隣保館事業計画でございますが、各館の計 

画についてまとめてあります。各館の運営委員会において

審議されたものでございますが、この計画により平成２８

年度の事業を実施していくものであります。具体の事業の

一部については、１７ページから２５ページにある交流・

連携・特色事業についての表の右端の欄に２８年度計画を

示しておりますが、昨年度の事業を踏まえて、本年度の事

業を実施していくものでございます。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。説明はお聞きのとおりですが、

この事業計画は、各館の運営委員会で審議されますことか

ら、隣保館事業としての方向性などのご意見が伺えたらと

思いますので、皆さんよろしくお願いします。 
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村林会長 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

村林会長 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

よろしいでしょうか。なければ少しお聞きしたいと思い

ますが、事業実績の方の表に、講座とか相談事業とか１か

ら４番まで番号がふられていますが、事業計画について、

ふられている番号は同じものではないですよね。 

 

質問の主旨ですが、事業計画の番号と活動報告の番号が

どうかということですね。はい、リンクはしておりません。 

 

報告では番号として分けているものですが、事業計画で

はそういう分け方はされていないですね 

 

計画の部分では、例えば、美杉人権センターでは、人権

課題全般の解決に資するため云々として全体のまとめをし

て、あと個々の項目として、１，２，３，４という番号を

ふらさせていただいたものです。活動報告の中でふってあ

る、１講座、２相談事業、３研修会等、４サークル活動等

と分けているものとは切り離して見ていただきたいと思い

ます。 

 

リンクしていないことは解りましたが、事業報告で上げ

てある項目は、どういう決め方をされているのですか。 

 

活動実績の部分でございますが、１講座という事で、各

館で実施していただいている生け花教室等々各館実施して

いただいている講座をまとめさせていただいており、あと

相談事業を２番としてまとめて、３番・４番についてはそ

れぞれの館で実施されている研修会やサークル活動など事

業の内容によって分けさせてもらっています。規定という

形では定めさせてもらっておりませんが、それぞれの館で

の利用の状況を項目を分けさせてもらう中で、講座の部分

は１番で、相談の部分は２番でまとめさせてもらったとい

うもので、定めがあって区分されたものではございません。 

 

 はい、他にございませんでしょうか 

ないようですので、議事（２）については、終わらせて
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

岡山委員 

 

 

 

いただきます。 

 

続きまして、議事（３）の隣保館における啓発活動の課

題について、説明を求めます。 

 

それでは、隣保館における啓発活動の課題について、説 

明いたします。今回、新たなテーマでということで事前に

通知させていただきましたが、皆さまのご意見を頂戴でき

ればと思いあげさせてもらいましたが、隣保館の活動とい

たしましては、地域のコミュニティ施設の位置付けととも

に、人権課題の解決に向けた拠点施設として、「館だより」

の発行や学習会などを開催し、啓発に取り組んでいるとこ

ろです。しかしながら、法失効後、１４年が経過していく

中で、地域によっては、「地区であることを広めてほしくな

い」といった考え方から、部落差別の問題に触れにくい状

況も出てきております。 

時間の経過だけで解決するものであれば、ほっておいて 

も問題はありませんが、いまだに、差別落書きが発見され

たり、結婚差別、土地差別など、まだまだ解決されていな

い事案として、取り組んでいかなければならないものと考

えております。しかし一方で、地域間での意識の差もやは

りあるのが現状でございます。 

そのような状況で、地域の高齢化が進み、子供の数も少

なくなっていくという状況下において、どのような啓発活

動が有効なのか、地域住民の感情も考慮しながらの取組み

について、ご意見を頂ければと思い、議事（３）として挙

げさせてもらいました。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。説明は以上でございますが、 

地域の事情もいろいろあると思いますが、皆さんそれぞれ

のお立場からご意見いただければと思います。 

 

その話ですが、前回この場では出ていなのではないです

か。まず聞きたいのはどこから出た話ですか。前回その話

出てましたか。 
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山委員 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今瀬委員 

 

前回というか、前々回からの話ですが、今までの活動報

告であったり、事業計画であったり、特に第２回目の時は、 

活動内容の中間報告だけを議事として挙げるだけというこ

とから、せっかく年２回こうやって、集まっていただく中

で、何か共通のテーマに沿った質疑ができればという意見

を頂いたことから、会議の進め方というものを検討してき

たという事情の中で、一部地域の中で、今回の内容の問題

が出てきたということから、今回挙げさせてもらった。平

成２７年７月と平成２７年２月に開催させていただいた会

議の中で、各館の課題なりを共通のテーマとして挙げれれ

ば各館の共通認識として持っていけるのではないかという

ことで、今回挙げさせてもらったものです。 

 

２７年の２月、７月にそういう話があったということで

すね。前々回になりますか、その時は、隣保館としてもっ

と子どもに対する教育をやっていかなければならないとい

った意見が出たと記憶していますが。ま、いいんですが、

この場で出ていない意見でも取り上げてもらえるというこ

とを踏まえて、質問させてもらった。 

 

２７年２月の審議会において、他の館の話題が出てもわ

からないといった意見をいただき、行政として共通の話題

テーマで話ができるようにという話があったことを受けて 

前々回、２７年７月の時に事務局として承った部分があり

ましたので、２７年度第２回目の会議でどのように進めて

いくかということを検討していた訳ですが、１２館それぞ

れある中で、共通のテーマとは何かといった事やどのよう

に進めていったらいいのかということが事務局内部で詰め

られないまま時期を過ぎてしまいまして、申し訳ございま

せんでしたが、２８年２月の会議について、中止という形

で通知させてもらったもので、この審議会の場で明確に示

されたものではございませんが、他の館のことがわからな

いということで、事務局として今回付議させてもらった。 

 

啓発活動の課題ということであれば、事務局の方で何か

持っていただいているのですか。 
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今瀬委員 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

福田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回事例として上がってきた部分の中で、部落問題をテ

ーマとした学習会を開催しようとした所、地区であるとい

うことが皆さんに広まってしまうという事で、地区の方か

ら「静かにしておいてほしい」という意見がありました。

館だよりなどでも積極的な広報ができていかないという部

分で、それぞれ１２館ある館の活動の中で、問題となって

いるその取扱いについて、どういったことができるのかと

いう所で、ご意見を頂戴できればという事で挙げさせても

らったものです。事務局として地区内でそういった意識の

浸透という部分で、時間をかけてでもご理解いただいてい

かなければならないものと考えています。 

 

隣保館の活動が館で完結しているという感じがします

が、地域の未解決の課題は、色々あって各館いろいろやっ

てみえると思いますが、最前線で活動していただいている

館長さんに、外との接触を肌で感じていて意識していると

思いますので、各館長のご意見をお聞きしたいと思います。 

  

各館にお聞きしたいということですが。 

 

その前によろしいですか。 

隣保館の啓発活動の課題ということで、事務局から提案

を頂いたわけですが、何が課題なのかという事をもう少し

明確にしていただかないと、どういう課題を各館がもって

いるのかということなのか。共通のとおっしゃいましたが、

部落問題に触れてほしくないという地域があるんですよ

ね。それって、昔に戻っていくというか、そもそもなぜ隣

保館があるのかという、隣保館の目的からずれているご意

見ですよね。それを議論しても意味がないと思うんですよ

ね。隣保館の啓発活動の課題としてあげていただくのであ

れば、例えば、意識調査をしていただいて、地域住民の意

識であったりとか、周囲の意識であったりとか、そこから

課題を見つけてもらわないと。それぞれの館が考えていく

べきもので、事務局として、そういう意見に対してどうし

ていくのかなど、もっと練っていただかないと、いきなり
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなことを言われても、何を議論するのかわからな

い。今瀬委員からは、そのあたり一番わかっている館長さ

んのご意見を伺いたいという意見であったと思いますが、

その前に何について、どう議論していくのかをもう少し明

確にしていただかないと議論にならないと思います。失礼

な言い方になりましたが、お願いします。 

 

すみません。室長の説明が不足しているようで申し訳ご

ざいません。室長が言っているのは、同和問題は、隣保館

の意義からしてもしっかりしていかなければならない部分

でございます。どこかの地区の館がそういう事はいややと

言っている訳ではなく、その館で、同和に関した講演会な

どを開催した場合、一般の方からそういった連絡が入るの

も事実でございます。それは、その地区が「寝た子起こす

な」といった考え方ではございません。ただ、一部そうい

う考え方の方もみえるということで、そういう方も含めて、

まだそういう差別があるんですよという現状があるという

事を踏まえて、この同和問題をどのように解決していくん

だということをどう啓発していくのか、根本から解決して

いかなければならないことを浸透させていく啓発をするの

は、どういう方法がよろしいんですか、ということが意義

でございます。説明が不足しておりましたことお詫びいた

します。 

 

これを読んだときにいろいろ感じ方があると思うんです

が、自分は全然違うようにとったんですが、例えば、この

４月から障害者差別の解消法が始まっているんですけど、 

その啓発をするのにあたり、障害者施設に関わる人や障害

者自身などその中でしか話しあわれないんです。差別解消

のためには、直接そこに関わる人以外の方にいかにわかっ

てもらえるかが大事であって、その時に隣保館の中で完結

してしまっては、本来の啓発というものにはならない。隣

保館に関わっている人達が学んでいく必要性もあるが、周

りの人たちにどう伝えていくかを考えた時に、今の隣保館

のは難しいのではないかと考えます。 

講座やサークル活動の利用の人数が増えている中で、隣
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福田委員 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

保館に置かれている方以外の方が利用されていると思うん

ですが、その人達にどう説明していくかは雲林院の隣保館

でも非常に難しい問題です。研修会はいくらでも開けるし、

説明もできるが、普段利用される方へどう説明していくの

かという部分では難しいということがあり、そのことが課

題となっていると思ったんです。ですから、この説明の中

での感じ方は、いろいろな感じ方があると思うで、福田委

員が言われたようにもう少し絞った形で、館の啓発に関す

る課題として上がってきたことを話し合うのか、館を離れ

て、現在の状況の中で想定できる事について話あうのか、

各館に話していただくにしても絞った形でないと後が進ま

ないと思いますがどうしたらよいでしょうか。 

啓発に関することをどういうことをしているかという事

と感じている課題ということでよろしいでしょうか。 

 

今理事さんが言われたのは、隣保館の部落問題を起こし

ていって啓発していくことに反対の意見がでてくることに

対してどう対応するかということが課題ですか 

 

隣保館の中で、講習というかいろいろなことを行ってい

るんですが、それを理解していただけない方を含めて、全

体が理解することを広めていくことで、すべての方が理解

していただくことが差別がなくなっていくことにつながる

ものと考えていますので、地区のこととしても全体に広げ

ていく啓発ということで挙げさせてもらっています。 

先ほど今瀬委員からご発言いただいていますので、隣保

館としてこういう活動をしていて、こういう課題があると

いう事を委員の皆さんがよければ、それぞれの館長に発言

させたいと思います。 

そのあとに具体の話でアドバイスがあればお伺いすると

いう事でお願いします。 

 

よろしいでしょうか 

（異議なしの声） 

それでは、各館の館長よろしくお願いします。 
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中央市民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白山市民会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川合文化会館 

 

中央市民館長の松下です。 

中央市民館が置かれているのは愛宕町ですが、館のエリ

アとしては、愛宕町、相生町、高洲町、大井町を含めて地

域の中には、児童館、教育集会所があります。人権、同和

への啓発については、高洲町教育集会所を使って、毎年講

座といいますか講演会を開催しており、中央市民館でも子

ども対象の学習会も実施しています。 

事務局から話がありましたが、講座の PR をいたしまし

て、啓発に取り組んでおりますが、地域からそういった声

は聴いておりません。 

 

白山市民会館の谷です。私どもの館は、白山総合支所の

敷地内にありまして、その中に、公民館があり、市民会館

があり、保健センターがある位置付けになっておりますの

で、子どもさんもたくさん出入りされる中で、市民会館と

して理解していただくのが、今もって難しい状況にありま

す。他の館でもやっているように講演会などを実施してお

りますが、合併の時立ち上げた人権フェスティバル、これ

は、４教育集会所さんと連携しながら、それぞれの館で、

学んでいる子どもさん方の１年間の発表の場、講座生さん

の発表の場として位置付けされ、毎回５５０名近い方の参

加をいただき、お昼に振る舞い汁などを提供しているんで

すが、その時いただくｱﾝｹｰﾄのなかに、館が狭いので、白山

文化センターでやってもらったらという意見が、毎年出る

んです。なぜこの場所で人権に関わるイベント、啓発的な

事をやるのかということをご理解いただけない方もみえま

すが、他の講演会と違って大きく変わってきたことは、新

しい顔ぶれの方がたくさんみえるようになったことです。

お孫さんの顔を見に来た。その中で、子供たちが日々こん

なに学んでいることを知ることで、人権の大切さを感じる

ことができましたと、貴重な意見も多数いただけるように

なりました。大きな成果と合わせて、先ほど言った課題も

あります。以上です。 

 

川合文化会館の森澤です。 

川合文化会館の事業といたしましては、方向性を大切に
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美杉人権ｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

 

 

長谷山市民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、障害者の団体や反差別人権ネットワークなど他の団体

と同じ方向も向いて、活動をしております。他の団体が右

向いているのに、川合文化会館だけ左向いているというの

ではなく、一志町の中で、同じ方向でやらしてもらってい

ます。圏域の小学校、中学校、幼稚園保育園も合わせて、

一緒に活動しております。その中で、年１回文化祭をする

のですが、年々見に来てくれる方も増えています。館は、

一志町全体をエリアとして活動しており、川合地区以外に、

高岡や大井、波瀬など地区外の方の参加も増えております。

館の課題としては、まだ、隣保館と公民館の違いを判って

もらっていない方が見える。隣保館としてこういう方への

啓発、隣保館の位置付けをわかってもらえるようにしてい

くものです。ただ、こういう啓発やめてほしいという意見

については聞いておりません。以上です。 

 

美杉人権センターの藤田です。 

美杉人権センターでは、今議題となっている啓発に関す

る課題というのは確認しておりません。中へ向けてという

んですか、講座に来ていただく方々にも啓発させていただ

いております。外に向けてという部分では、教育委員会と

連携し、人権啓発講演会を美杉町の７か所で、毎年学習会

を実施し、外に向けても啓発をしております。以上です。 

 

長谷山市民館の中西です。 

私どもの部落差別に対する考え方ですが、一部の方につ

いては、「部落差別は解消した」という方も存在します。そ

れを踏まえて、館の啓発活動を行っており、二刀流という

考え方で進めております。地区内では、「そのままにしてお

いてほしい」という考えが多いことから、館だよりや文化

祭において啓発を行っていくような形となっております。 

もう一方で、運営委員会においては、１２名委員みえま

すが、その時は、同和問題をテーマに話をしております。 

館の活動報告、事業計画も審議しますが、その運営委員会

において、私から運営委員さんに話をし、啓発を行ってお

ります。１２名のうち９名は地元の方で、隣保館としては、

部落問題は避けて通れないものとして、取り扱っておりま
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＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

今瀬委員 

 

 

 

村林会長 

 

西田委員 

 

 

 

 

 

す。感触としては、地区の差別のルーツを知らずして、差

別を受けているのではないかな、何か諦めているのではな

いかなと感じており、なぜこんな差別が発生したのかなど

の歴史、水平社宣言なり、同対審答申なりを運営委員会に

おいて伝えていっております。たまたま自治会の代表が２

地区の中で、輪番で交代していくという状況がありますの

で、古い人には再確認をしてもらい、新しい人にはしっか

り伝えていくことを行っています。まずは地域の方が部落

差別について理解してもらう、確認してもらえるようそれ

を念頭にやっております。講演会などでは１回に１００名

から２００名の方が集まってもらえますが、運営委員会年

に１０名の方、１０年で１００名の方になりますが、まず

は地区の方に部落問題を考えてもらうことを行っていま

す。以上です。 

 

事務局でございます。各館の啓発ということでは、それ

ぞれ取り組んでいる部分ですが、やはり隣保館の位置付け

といいますか、存在意義がまだまだ浸透し切れていないの

かなと感じております。隣保館と公民館の違いは何なのか

というような部分、啓発していく必要があるのかなと感じ

ております。時間の関係もありますので、全館の状況をお

話しできませんが、同じような状況で取り組んでいただい

ていると思います。 

 

各館長さんしっかりと取り組んでいただいていると思い

ますが、啓発のレベルなりを同じようにしていってもらえ

ればいいなと思います。ありがとうございました。 

 

ほか、ご意見いかがでしょうか。 

 

美杉ですが、館長が今のところ課題はないとおっしゃい

ましたが、これは、普段の取組みで、旧美杉村では７つあ

りますが、その地域で毎年、教育委員会、行政、津人教、

学校、自治会、皆さんと共に講演会などを開催しています。 

特に旧一志郡の地区は、隣保館の活動など積極的で、進

んでいると思います。地域によって進んでいる所、進んで
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福田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

＜事務局＞ 

 

いない所があると思いますが、講演会などでの一人一人の

自覚が大切であると思いました。 

 

先程事務局の方で、提案のありました件ですが、反対と

いう意見ではありませんが、「そっとしておいてほしい」と

いう意見はずっとあるんですよね。啓発というのは、そう

いう意見の方をいかにこっちを向かせるかなんですよね。

全部こっちむいていれば、啓発なんて必要ない訳ですよね。 

いわば、そういう人たちとの闘いなんですよね。私白山な

んですが、隣保館とは別に、各小学校区に人権ネットワー

クという組織が作られていて、あらゆる地区の団体が関係

していただいているところです。もちろん隣保館も関わっ

ていただいていますが、啓発で毎年映画会をやるんです。

それで、グループに分かれて議論するんですが、必ず同和

教育に反対の人がいるんですよね。言ってみれば、考え方

の違いなんですが、その人たちをいかに巻き込んでいくの

か、私たちの力量が問われていると感じています。「同和教

育無用論」いつまでも部落問題に関わっているから、差別

問題が残っていくんだという考え方で、地域の中には、「も

う触れてほしくない」という考えは、差別のカラクリを理

解されていないので、かっこの悪いことやと、自分たちの

生活の実態などがコンプレックスになっているんですね。 

その人達が胸をはって生きていけるようにするのが啓発な

んですよね。そのあたりは、やはり、地域の事情に合わせ

てするしかないのかなと思います。主体である、行政なり、

隣保館に関わる者が学んでその人たちを巻き込んでいくこ

とを根気強くするしかないのかなと思います。間違ったこ

とは妥協してはいけないので、しっかりと教えていただい

て、隣保館活動なり、教育を行っていただければと思いま

した。以上です。 

 

ほかよろしいでしょうか。 

事務局次に進めさせていただいてよろしいか 

 

ご意見どうもありがとうございます。 

色々なご意見がある中、長い歴史の中で、妥協せずに、
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村林会長 

 

 

 

井上委員 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

 

 

井上委員 

 

＜事務局＞ 

 

 

 

村林会長 

 

 

＜事務局＞ 

 

 

方向をしっかりと皆さんに伝えていくことが大切であると

改めて感じております。どうしても時間はかかるかわかり

ませんが、各館それぞれの取組みやまた行政も一体となっ

て方向性をだしながら進めていきたいと思います。福田委

員さんのおっしゃった「妥協は許さない」という気持ちを

持って、取り組んでいきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

これで、議事３については終わらせていただきます。 

続いて、事項書の４「その他」に移らせていただきます。

何かございましたら、どうぞ。 

 

各館の耐震化の問題ですが、旧津市内の櫛形、中央、長

谷山、雲出の４館については、耐震基準の昭和５６年以前

の建物ですよね。これ、耐震化は進んでいるのでしょうか。

進んでいないのであれば、いつ頃対処していただけるのか

お聞きします。 

 

旧津市の４館でございますが、耐震が進んでいないのが

１館ございます。館の改修工事について、昭和４９年から

昭和５１年という年数が経つ中で、計画的に進めていく予

定でございます。若干時間はかかりますが、進めていきま

す。 

 

 いつ頃改修予定なのか教えてください。 

 

計画的な部分としては、本年度に雲出市民館の実施設計

の業務委託を予定しており、予算の関係もございますので、

財政当局と協議しながら、順次進めて参ります。 

 

ほかよろしいでしょうか。なければ、最後に、事務局何

かありましたら、どうぞ。 

 

本日は、長時間にわたりご審議いただきまして、誠にあ

りがとうございました。いただきましたご意見等は、今後

の運営に生かしていきたいと思いますので、今後ともよろ
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村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しくお願いいたします。 

また、各委員さんの任期については、平成２６年 9 月２

７日から平成２８年９月２６日までの２年間となっており

ますことから、今後各団体等へ次期委員の選任をお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。その際、

女性委員の選任につきまして、男女共同参画室の基本計画

において、審議会等の女性委員比率３０%以上を目標として

進めていますが、本審議会は２０名中４名で２０％となっ

ていることから、選任に際しては、ご配慮いただければと 

思います。よろしくお願いいたします。皆様どうもありが

とうございました。 

事務局からは以上でございます。 

 

委員の皆さんにはいろいろご意見をいただきました。 

また、長時間にわたる審議にご協力をいただき、誠にあ

りがとうございました。 

これにて津市隣保館運営審議会を閉会いたします。 

どうも、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 


